
 
 

 
 
 
 
 
 
この奨学⾦は、振り込め詐欺救済法に基づく預保納付⾦を⽤い、犯罪被害者の⼦弟の⽅を対象に
⽇本財団が担い⼿として貸与するものです。 
この募集案内をご覧いただき、ぜひご申請ください。 
 
1．どのような⼈が申請できますか。 

保護者（⽗または⺟など）が、理不尽な犯罪に遭遇し、経済的に不安定となったために、奨
学⾦の貸与を必要とする家庭の⼦どもで、⾼校、⼤学、⼤学院、短⼤、専修学校（専⾨課程）
に在学しているか進学を予定している⽅が対象となります。 

 
2. どのような奨学⾦ですか。 

☺ この奨学⾦は、無利息の貸与です。 
☺ 奨学⾦の貸与⾦額は⾼校・⼤学・⼤学院ごとに決められた上限額の範囲内で⾃由に設定

できます。 
☺ 貸与の期間は、在学する学校の正規の修学期間中、受けられます。 
☺ 毎⽉、ご本⼈が指定された銀⾏⼝座に送⾦します。 
☺ 返済の期間は、卒業してから 30 年以内となっています。 

 
3. 奨学⾦を受けるための条件はありますか。 

☺ 成績が良くないといけませんか ➤➤➤ 勉強したいという気持ちがあれば成績は問い
ません。 

☺ 連帯保証⼈は必要ですか ➤➤➤ 必要ですが、保護者の⽅ 1 名で⼤丈夫です。 
☺ 他の奨学⾦も併せて受けてよいですか ➤➤➤ 同時に利⽤できます。 
☺ 返済が困難になったらどうなりますか ➤➤➤ 返済期間を延ばすこともできますので、

ご相談ください。 
 

4. いつ申請すればよいのですか。 
☺ 2012 年 12 ⽉ 18 ⽇〜2013 年 1 ⽉ 31 ⽇（消印有効）の間に、申請書を郵送してくだ

さい。 
☺ 2013 年 4 ⽉から奨学⾦の貸与対象の期間となります。 
☺ 上記の申請期間を過ぎてから申請が必要になった場合は、ご相談ください。 

 
 

5. 申請する場合に必要な書類は何ですか。 
☺ 奨学⾦貸与申請書（別紙・2013 年度まごころ奨学⾦申請書） 

☻ 「申請書の書き⽅」をよくお読みいただき、別紙の申請書にご記⼊ください。 
☻  申請書は、コピーをしてご利⽤いていただいても構いません。 
☻  保護者の⽅などがご記⼊いただいても構いません。ただし、申請書の「⾃署欗」は申
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請者ご本⼈の⾃筆による署名が必要です。 
 

☺ 犯罪被害状況照会票（別紙・犯罪被害状況照会票） 
☻ 本奨学⾦の資格要件を確認するためのものです。 
☻ 内容を警察署に照会する場合がありますことをご了承ください。 

 
☺ 所得証明書 

☻ 主に⽣活を⽀えている⼈の所得証明書をご提出ください。 
☻ 所得証明書の発⾏は、市区町村役所で受けられます。 
☻ 源泉徴収票とは異なりますのでご注意ください。 
☻ 所得のない⼈には「所得なし」「⾮課税」などの証明書が受けられます。 

 
☺ 在学証明書 

☻ 現在在学している学校で発⾏した在学証明書をご提出ください。 
 

☺ ⼾籍
こ せ き

謄本
とうほん

（⼾籍抄本ではありません） 
☻  ⼾籍謄本の発⾏は、本籍地の市区町村役所で受けられます。 
☻  本籍地が遠⽅など直接役所へ⾏けない場合は、郵送でも発⾏⼿続きが出来ます。 
☻  申請者の親⼦関係を確認するうえで必要な書類ですので、提出にご理解ください。 

 
☺ 住⺠票（全員のもの） 

☻ 同⼀の世帯で暮らしている⼈全員が記載されている住⺠票をご提出ください。 
 

☺ 写真 
☻ 縦 4ｃｍ、横 3ｃｍの⼤きさの写真をご提出ください。 
☻ 写真の裏に⽒名をご記⼊の上、奨学⾦貸与申請書に糊づけしてください。 

 
6. 奨学⾦の⾦額は、⽉にいくらまで借りることができますか。 

この奨学⾦制度は、毎⽉の学資のほかに、 ⼊学⼀時⾦を借りることも出来ます。以下の
⾦額を上限として、1 万円単位で⾃由に設定できます。 
 

☺ ⼤学院に在学する奨学⽣ 
☻ ⽉ 額 : 10 万円 
☻ ⼊学⼀時⾦ : 30 万円 

 
☺ ⼤学、⾼等専⾨学校 4 年以上の学年⼜は専修学校専⾨課程に在学する奨学⽣ 

☻ ⽉ 額 : 8 万円 
☻ ⼊学⼀時⾦：30 万円 

 
☺ ⾼等学校、⾼等専⾨学校 3 年以下の学年⼜は専修学校⾼等課程に在学する奨学⽣、

特別⽀援学校⾼等部に在学する奨学⽣ 
☻ 国⽴・公⽴の場合 ：⽉額 3 万円 



☻ 私⽴の場合 ：⽉額 5 万円 
☻ 国⽴・公⽴への⼊学⼀時⾦ ：6 万円 
☻ 私⽴への⼊学⼀時⾦ ：25 万円 

 
7.  申請から決定までの⼿続きはどのようになりますか。 

☺ 決定までのスケジュール 
 おおよそ、以下のような流れで奨学⽣を決定していきます。 
1.募集期間：2012 年 12 ⽉ 18 ⽇〜2013 年 1 ⽉ 31 ⽇ 
2.審査期間：2013 年 2 ⽉〜3 ⽉ 
3.審査結果：2013 年 4 ⽉ 
4.奨学⾦⽀払い⼿続き：2013 年 4 ⽉〜5 ⽉ 
5.貸与開始：2013 年 6 ⽉以降（予定） 
 

☺ 申請書類の提出（2013 年 1 ⽉ 31 ⽇締切 ※消印有効） 
☻ 申請書類をご⽤意いただきましたら、下記の住所までご郵送ください。 
☻ わからないことがあったら、お電話ください。 
☻ 締切を過ぎてから申請が必要となった場合はご相談ください。 

 
〒107-8404 東京都港区⾚坂 1-2-2 
⽇本財団 まごころ奨学⾦ 係 

       電話 03-6229-5111 
 

☺ 審査結果のお知らせ（2013 年 4 ⽉上旬） 
☻ 申請書類により審査をした後、その結果をご本⼈あてにお知らせします。 

 
☺ 奨学⾦⽀払⼿続き（2013 年 5 ⽉中。別途ご案内します） 

☻ 誓約書及び振込⼝座届等の書類をご提出ください。 
☻ 進学する場合は、進学届をご提出いただきます。 
☻ 進級する場合は、新しい学年の在学証明書をご提出いただきます。 

 
☺ 貸与の開始（2013 年 6 ⽉） 

☻ 第 1 回⽬は 6 ⽉末⽇（予定）に、4~6 ⽉の 3 か⽉分の奨学⾦を指定の⼝座へ振込み
ます。 

☻ ⼊学⼀時⾦は、第 1 回⽬の 6 ⽉末⽇（予定）に指定の⼝座へ振り込みます。 
☻ その後は毎⽉ 1 か⽉分ずつ振込みます。 

 
８． 奨学⾦はどのように返済しますか。 

☺ 貸与終了後 6 ヶ⽉を経過した後、最⼤ 30 年を返済期間とし毎⽉払いの⽅法でご返済し
ていただきます。 

☺ 繰り上げ返済も出来ます。ご希望の返済期間を年単位で設定してください。 
☺ 経済的事情等で返済が困難となった場合は、返済を⼀時的に停⽌し、後に延ばすこ

とも検討出来ますので、まずはご相談ください。 
 
 
 
 

❢ 個⼈情報の保護について ❢ 
 申請時に取得した個⼈情報は、奨学⾦貸与及び返済業務のために利⽤されます。この⽬的の適正な範
囲内において、申請者の情報が、預⾦保険機構・関係省庁・⾦融機関・業務委託先に必要に応じて提供
されますのでご了承ください。しかし、そのほかには、申請者や保護者の承諾なく第三者に個⼈情報を
提供することはありません。 


